
寝具賃貸借契約書（案） 

 

 

 沖縄県立 若夏学院 院長 與古田 貴之 (以下「甲」という。)と○○会社 ○○

○○代表取締役 ○○ ○○（以下「乙」という。)との間に下記のとおり、寝具の

賃借契約を締結する。 

 

第１条 寝具の使用については、甲乙協議の上 甲の実情に即したものとし、乙は品

質その他に於いて良心的な寝具を提供するものとする。 

 

第２条  乙が甲のために用意する寝具の組数は３０組とし、１組の内容は別紙のとお

りとする。 

 

第３条  寝具の１組の賃借料は１日○○円とする。 

 ２ 乙は、前項の単価による１ケ月の集計金額に法令所定の消費税率を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数がある場合は、１円未満の額を切り捨てた額）を甲に

請求することができるものとする。 

 ３ 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

 

第４条  前条にかかわらず経済的に大きな変動がおきた場合は、甲乙双方協議の上賃

借料を変更することができるものとする。 

 

第５条 寝具の集配場所は甲の施設とし、それに要する運搬費は乙が負担する。 

 

第６条  寝具の洗濯回数は敷布、包布、枕カバー類は１週間に１回、掛布団､敷布

団、肌掛布団、枕については必要の都度、洗濯、補修仕立て直しを乙負担のもとで行

うものとする。 

 

第７条  乙は、寝具の運搬､洗濯､補修等に従事する者の健康保持の為、随時健康診断

を行うものとする。 

 

第８条  甲に於いて寝具の破損の場合は、乙は修理をするか取替えるものとする。

又、甲に於いて天災、火災で損害があった場合、甲は乙に対して損害を弁償しないも

のとする。 

 

第９条  寝具は受渡しの時点を境とし、紛失した方がそれぞれの時点の評価額に於い

て責任を持つものとする。 

 

第 10 条  甲乙と双方は信義を重んじ、この契約を履行しなければならない。この契

約書の定めのない事項については、必要と認められた場合、その都度甲乙協議の上決

定するものとする。 



第 11 条  この契約期間は、令和７年４月１日より令和８年３月３１日までとする。 

 

第 12 条 契約保証金は、沖縄県財務規則第 101 条による。（徴収する場合は、金額

を明記し、同条第２項の規定に基づき免除する場合は、根拠規定を明記する。） 

 

第 13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの通

知を要せず、本契約を解除することができる。 

  １ 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力

団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。）であると認められるとき。  

２ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又

は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

３ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 

４ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認め

られるとき。 

５ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。  

６ 前各号にあげるもののほか、乙が契約の条項に違反したとき。 

 

第 14 条 翌年度以降において当該契約にかかる歳入歳出予算の減額又は削除があっ

た場合、契約内容等の見直しなどにより予算の範囲内における変更契約の可能性など

について甲乙十分に協議を行ったうえでもこの契約を継続することが困難である場合

に限り、この契約を解除することができる。 

 

第 15 条 乙及びその従業員は、甲との契約業務中に知り得た施設関係者等の個人情

報、甲及び甲取引業者の情報を、契約の期間中、契約期間終了後及び乙従業員の退職

後も他に漏らしてはならない。 

 

第 16 条 この契約に定めのない事項、又は契約事項に疑義が生じたときは、甲乙協

議のうえこれを定めるものとする。 

 

 上記の契約を証するため本書２通を作成し、甲乙双方記名捺印の上各自１通を 

保有するものとする。 

 

 

 

 

 



  令和７年 月  日 

 

 

                           甲   那覇市首里大名町３丁目 112 番地 

                                     沖縄県立若夏学院 

                         院   長  與古田 貴之   印 

 

 

 

                           乙   ○○ ○○○○ ○○ 

                   ○○会社 ○○○○ 

                   代表取締役 ○○○○    印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

品名 数量 規格 寸法 備考 

掛布団 

（羽毛タッチ、 

冬用） 

１ 
中綿ポリエステル 

ノンダウンプルーフ 
140×200 抗菌防臭加工 

肌掛布団 

（夏用） 
１ 

ダウンプルーフ 
140×200 制菌加工 

枕 １ 
純綿細布 120 本晒 

中パイプ 
28×45 筒袋型パイロン 

包布 ３ 
T30/C70 #22.5 

121 本晒 
150×210 

袋型横一方開き 

横３本紐 

枕カバー １ 
T30/C70 #22.5 

121 本晒 
40×67 筒袋型一方開き 

 


